
ＮＰＯ法人 アンビシャス コーポレーション

１ 開催日時 令和 ２年 ４月 １２日　１０:００ から １２:００ まで

２ 開催場所 各自在宅より、Web会議（Zoom使用）にて

３ 会員総数 １２名

４ 出席者数 ６名（うち委任出席者４名）

５ 審議事項 第１号議案　　　今後の活動ついて

第２号議案　　　報告や情報共有など

６ 議事の経過の概要及び議決の結果

① 定刻に至り、理事長山本氏が開会を宣した。本日の出席者数の報告があり、定款第27条にもとづき総会が

定足数を満たし成立することが告げられた。

② 議長の選任について諮ったところ、出席者全員の推薦により、山本（健太）氏を選任した。

続いて、議事録署名人ついて、岡田氏と中安氏の二名が選任され、いずれも異議なく承認された。

第１号議案　 今後の活動ついて

新型コロナウィルスおよび緊急事態宣言において、活動の予定を議論し以下の通りとなった。

異業種交流-Share Meet-および、自分向上会議-まなぼ-、については１０月頃へと開催を延期することとし、

それまでの間、充実した内容になるように意見交換しプランを見直すこととなった。

外堀川クリーンプロジェクトは、野外活動で３密ではないことから、予定通り６月の開催とするが、以下の条件をつけた。

緊急事態宣言の解除が行われない場合は、中止することとする。

現状の外出自粛に対する、精神的緩和や健康維持などの、家族コミュニティの目的を含む活動形態であること。

活動場所は、三国橋付近とした。理由は、隣近辺に駐車場があり、人との接触が極めて少なく済むためによる。

新型コロナウィルス対策を怠らず、制限やルールを設けた告知を行うものとする。

ロジックモデルについて、またそれを活かした、各自の意識向上や今後の取り組み方を話し合った。

多様に起こりうる困難な場面において、個々に発揮出来ることや、協力し合える体制について話し合った。

今回のWeb会議を例に、様々なツールをいつでも駆使して対応できるようにしておく。しかし、依存はしないように。

行政（太子町）に提案型事業のアイディアや事業内容の構築。

第２号議案　 報告や情報共有など

一般者向けに、情報発信や共有を行える、SNS（LINE公式アカウント）の準備進行中。

外堀川の河床ヘドロ掘削工事の、現状および近況報告、今後の予測など。

緊急経済対策（日本政策金融公庫など）の詳細内容、新型コロナウィルスの被害状況など。

所轄庁および法務局への書類（役員変更等）の完了の報告。

次回会議、５月１０日１０時からの予定。

　　　議長は、以上をもって、ＮＰＯ法人アンビシャス コーポレーションの社員総会の閉会を宣した。

　　　以上の議事の要領および結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名・押印または記名・押印する。

ＮＰＯ法人アンビシャスコーポレーション 

議　長 山本　健太

議事録署名人 岡田　英之

議事録署名人 中安　学

【　運 営 会 議 事 録　】


